
愛知県議会政務調査費返還請求住民訴訟の確定を受けて 

 

 この訴訟では、愛知県議会議員が事務所賃料や自動車リース料に支出した政

務調査費が、実際に政務調査活動に必要であったかどうかが問われました。 

 私たちは、政務調査費の支出の成果について、議員から十分な説明がない以

上、これらの支出は、議員の当選を目的とした活動など、政務調査活動への支

出とは言えない、と主張しました。これに対して会派側は、政務調査活動とは

何かは定義できないとし、議員の活動から政治活動と議員個人の活動、議会活

動を除いた広範な活動が政務活動なので、実際の成果を示す必要もない、との

主張を展開しました。 

 具体的な政務調査活動に対する支出であるとの証明がなされていない、とし

た高裁判決を維持した今回の最高裁判決は、愛知県議会三会派の、極めて広範

な政務調査活動に対する解釈が、地方自治法１００条１４項の解釈としては誤

りであることを示したものです。 

 また、この判決は、調査研究を極めて広範なものであるとの解釈を前提とし、

議員の活動に生かされていないものも調査研究活動にあたる、あるいは、郷土

史の研究のようなものも政務活動にいう調査研究にあたる、などという、全国

の多くの議会で行なわれている解釈にもノーを突きつけ、政務活動の支出の適

法性の判断に関して、市民感覚こそ正当であることを示したものとして、全国

に与える影響は極めて大きいと考えます。 

 

 私たちは、愛知県議会に対し、直ちに政務活動費の支出のあり方、支出手続

きを見直すことを求めます。また、今年、全国に拡大した政務活動費の不正支

出の議論が、この判決をきっかけとして、単なる領収証の偽造や改ざんといっ

た問題から一歩進んで、政務活動費が議員活動にどのように生かされたか、と

いった、政務活動費に対する本質的な問題を論点として議論が進化することを

期待したいと思います。 
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